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令和４年第１２回 唐津市農業委員会総会議事録 

 

１． 開催日時 令和４年１２月７日(水) 午後１時～午後４時 

２． 開催場所 唐津市文化体育館 ２階会議室 

３． 出席委員 

    １番 山崎正     ２番 𦚰山久利    ３番 袈裟丸一彦 

    ５番 宮原敏久    ６番 山添 明    ７番 川添哲也 

    ８番 三塩政     ９番 内山敏彦   １１番 井上順一 

   １２番 伊藤富幸   １３番 石川利恵   １４番 峯 政敬 

   １５番 松本耕一   １７番 𠮷田 哲   １９番 阿部 太 

４． 欠席委員 

    ４番 脇山祐治   １６番 峯 直子   １８番 宮崎隆広 

５． 議事日程 

   ・議事録署名委員の指名 

・議案第６７号 

  農地法第５条の規定による許可に係る事業計画変更承認申請につい

て 

・議案第６８号 

  農地法第５条の規定による許可申請について 

・議案第６９号 

  農地法第３条の規定による許可申請について 

・議案第７０号 

  農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画の作成要請に

ついて 

・議案第７１号 

  農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画（集積計画一

括方式）の決定について 

・議案第７２号 

  空き家等に付随した特例農地の指定申請について 
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６． 農業委員会事務局職員 

   事務局長         平田 俊夫 

農地係長         中田 賢治 

農地係主査        橋本 賢明 

農地係副主査       槻木 昇平 

   振興係長         田中 恭子 

   振興係主査        山﨑 友美 

   振興係職員        吉本 彰也 

   浜玉分室職員       前田 美穂 

   相知分室係長       冨田 浩之 

   北波多分室職員      吉田 幸司 

   肥前分室職員       柴田 大地 

   鎮西分室職員       佐々木 貴浩 

   呼子分室職員       伊藤 詩織 

   七山分室係長       阿賀野 忠司 
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７． 審議の内容 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

山崎正 会長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただいまから始めたいと思います。

皆様ご起立をお願いいたします。一同、礼。ご着席ください。

本日の総会に議席番号４番脇山祐治委員、１６番峯直子委員、

１８番宮崎隆広委員から会長宛てに欠席届が提出されており

ますので、報告いたします。本日の出席委員は、１５名でご

ざいます。定足数に達しておりますので、本日の総会は成立

いたします。それでは会長挨拶をお願いいたします。 

（会長の挨拶） 

それではただいまより令和４年第１２回唐津市農業委員会

総会を開会いたします。なお、本日の議事録署名人に、議席

番号９番内山敏彦委員、議席番号１２番伊藤富幸委員を指名

いたします。それでは事務局長に諸般の報告をさせます。 

それでは本日の付議事項を朗読いたします。議案第６７号

農地法第５条の規定による許可に係る事業計画変更承認申請

について６件、議案第６８号農地法第５条の規定による許可

申請について２７件、議案第６９号農地法第３条の規定によ

る許可申請について７件、議案第７０号農業経営基盤強化促

進事業による農用地利用集積計画の作成要請について２６

件、議案第７１号農業経営基盤強化促進事業による農用地利

用集積計画（集積計画一括方式）の決定について６件、議案

第７２号空き家に付随した特例農地の指定申請について１

件、計７３件でございます。以上ご審議ご決定賜りますよう

よろしくお願いいたします。なお、個人情報保護の観点から、

（議長） 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者の住所、氏名、申請農地の所在等の朗読は省略いたし

ますので、詳細につきましては議案集をご覧いただきたいと

思います。また、農地転用の案件で、立地基準と許可基準は、

農地転用許可基準表の番号のみを申し上げますので、内容に

ついては一覧表でご確認いただきたいと思います。 

ただいまの報告のとおり、今回の付議事項は、議案第６７

号から第７２号までの６議案７３件であります。なお、傍聴

の方は、自分の関係分が済めば随時お帰りになられて結構で

ございます。前もってお知らせをしておきます。それではこ

れより審議を行います。議案集１ページ、議案第６７号農地

法第５条の規定による許可に係る事業計画変更承認申請につ

いて整理番号１番を議題とします。それでは事務局に概要を

説明させます。 

はい。整理番号１番について説明します。上段に記載して

いますのが変更前、下段に記載していますのが変更後です。

申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議案書

記載のとおりです。地目は田１筆、面積は２３９平方メート

ルです。現況は、雑種地になっております。この案件は、平

成１８年○月○○日付けで作業所および休憩所での転用許可

を受けておりましたが、農地部分にかからず建築をされてい

て、用地を別の用途、合併浄化槽および排水施設に利用して

いたため、指導の結果、計画変更申請を行なうものです。施

設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等に

ついては、資料図の１から２ページをご覧ください。隣接地
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議長 

 

伊藤富幸委員 

 

 

 

 

の地目などについては、３ページの字図をご覧ください。土

地利用計画は、４ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用については変

更の手続きが必要なことを知らずに、令和２年７月に合併浄

化槽を含む排水処理施設用地に利用されており、そのことに

対しての始末書が提出されています。 

行政関係の手続きについて、変更に伴う手続きは特にあり

ません。変更点としましては、事業者は作業所および休憩所

を建築する際に敷地が必要と思い、計画をされていましたが、

諸事情で規模を縮小され、取得した土地の利用を模索したま

ま経営者が代わり、浄化槽用地になっていて、今回の指導に

より計画変更をするものであります。排水について、雨水は

自然地下浸透、汚水も２段階の合併浄化槽を介して処理水を

海へ放流させる計画です。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、前回と変わりません。 

整理番号１番について説明を終わります。 

地区担当の西部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。１２番の伊藤です。ただいま事務局のほうから詳し

い説明がございましたけれども、１２月１日に西部調査会に

おきまして現地調査を行いました。現地につきましては、先

ほど説明がございましたように、平成１８年の○月に転用許

可があったにも関わらず、既に今２０年近くなっとるわけで
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議長 

 

袈裟丸一彦委員 

 

 

 

 

 

すよね。そういうことで農業委員会のほうからもですね、実

施、指導、勧告の下にこういう先ほど言われた、令和２年の

７月に合併浄化槽を設置したというようなことで、当初の計

画と２０年後の計画というのは、ちょっとそこが違っている

わけですよね。そういうことで、現地の中でもこれは２３９

平米の中で合併浄化槽といたしましても、やはり１０平米程

度しかないわけです。じゃあほかの所はどうするかというふ

うなことで、事務所のほうにもお尋ねいたしました。そした

ら自然流下、沈殿というようなことでございました。そうい

うことで、それはまあしかたないなというようなことでござ

いまして、そこの隣接地といたしましては、左は土手があっ

て、正面は竹林、要するに雑木が生えておるわけです。右は

もう海岸線です。そういうことで、隣接地については別に問

題はなかろうというようなことで、じゃあこれでいいだろう

という判断をいたしたわけでございますので、委員の皆様方

の審議をよろしくお願いをいたしたいと思います。以上です。 

ほかに質疑や異議はございませんか。（袈裟丸委員「はい。」）

はい。袈裟丸委員。 

３番袈裟丸です。私も現場を見に行きました。それで私も

その説明どおり同意はしております。今後、そのような施設、

浄化槽だけじゃなくてですね、作業場とかですね、それで申

請の面積が１反、２反と広い場合、それが変更でほんの少し

の所しか使わなかった場合、そのままの変更後の土地の所有

は移転されるように認めてやるとですか。農業委員会は。１
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袈裟丸一彦委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

伊藤富幸委員 

 

 

 

反とか２反とかですね、大きくなった場合。浄化槽がたった

１０平米ぐらいしかない場合。 

浄化槽が面積的に小さかったけんですね、どうなのかなと

は思ったんですけど、事業者さんと話しまして、あとの土地

もそのまま使わないといかんということだったので、今回は

そのまま申請してもらったんですけど、もしも今後そんなに

必要な所が少なくなれば、名義変更をされていない状況でし

たら、また計画で分筆などの指導をするかと思うんですけど、

もう名義変更をされた後ということで、なかなかですね、元

に戻してくださいというのがなかけんがですね、そのへんは

もうちょっと事業者さんと話して変更の申請をするようにし

ないといかんとかなとは思います。 

そのようになった場合、面積ですね、面積に応じて何らか

の処置を考えとかないかんだろうと思いますが。何もなけれ

ば、初めもう１反も２反も広い土地にいろいろ作りますと言

うとって、１０年も２０年も後に何も作らんで小さい施設を

建てた場合、そのまま名義変更されるようになるですもんね。

今の状況だったら。ですのでそのへんのところをもう少し何

か考えてもらいたいと思っております。以上です。 

何かありますか。（伊藤委員「はい。」）はい。伊藤委員。 

はい。１２番の伊藤です。農地法に係る事務処理要領の中

に、転用についてという項目があると思います。その中で、

３か月以上あるいは１年何もしてなかった場合、あるいは３

割以下の実施だった場合、それに対して農業委員会としての
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農地係長 

 

 

 

 

伊藤富幸委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勧告、指導というのが、これは事務的にされておりますかね。 

進捗状況報告というのはしてもらわんといかんとですよ

ね。あとは確実に完了報告まで出してくださいということは

言っております。許可証を渡す時に。もしも、許可後、あそ

こは進んどらんごたるぞという所があったらですね、事務局

に教えてください。また指導をさせていただきます。 

もう一つ、この転用について変更した場合には、その計画

とか計画資金、そういう変更も当然出てくるわけですよね。

例えば先ほど私が説明したやつに、休息所とかそのほかの施

設を作るための金額は出ておるわけですね、変更前は。でも

変更後は出てないわけです。当然資金としては変わってくる

はずですよね。そうなれば、この議案の中にも変わった金額

が出てこないといかんわけですが、０円でしょ。そのへんの

事務的処理を確実にやっていかんことには。そういう転用を

する人の気持ちを十分にあなた達が教えてやらにゃいかん。

それをしないで、ただ単に忙しいということで済まされるな

らば、これは何にもならん。だからやっぱり転用をして、そ

して実際はこうだったですよ、ああだったですよと、転用し

た方が納得できるような処理をしてもらいたか。そしたら私

達もまた言いやすかわけ。極端に言うたら、事務局がそれは

そのぐらいでもうやめとこうかと、で私達が行って、いや、

それはこうですよと言った場合に、いや、本庁から来た人は

こがん言わしたばいと、もしなった場合ね、何のため農業委

員がおるかというようなことになるわけですよね。そういう
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農地係長 

 

 

 

 

議長 

伊藤富幸委員 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

ことで、事務のほうにも十分配慮していただきたいというこ

とを私は今度現地に行ってだいたいわかりました。そういう

ふうな感じです。以上です。 

すみません。浄化槽の建築費とかを調べて書いてもらえば

よかったんでしょうけど、今回はもう始末書案件ということ

で、記載がなかったことは申し訳ありませんでした。今後は

改善させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

よろしいですか。伊藤委員。 

はい。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集２ページ、整理番号２番を議題と

します。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の２ページ、整理番号２番について説明しま

す。上段に記載しておりますのが変更前、下段に記載してお

りますのが変更後です。申請者の住所、氏名および申請地の

所在については、議案書記載のとおりです。地目は田１筆、

面積は、２，９１６平方メートルです。現況は、宅地になっ
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議長 

 

内山敏彦委員 

ております。この案件は、令和２年○月○○日付けで建売分

譲住宅での転用許可を受けておりましたが、事業承継を行い、

区画数を変更するため、計画変更申請を行なうものです。施

設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等に

ついては、資料図の５から６ページをご覧ください。隣接地

の地目などについては、７ページの字図をご覧ください。土

地利用計画は、８ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、既に造成工事および自社の建築工事は完了されており

ます。転用については、事業者より始末書が提出されていま

す。 

行政関係の手続きについて、変更に伴う手続きは特にあり

ません。変更点としましては、事業者は（事業承継事情の詳

細）…ことにより、区画の増大を伴うため、計画変更するも

のであります。排水について、前回同様、雨水は敷地内道路

側溝を介して東側道路側溝へ流し、汚水も新設道路に設置の

排水設備を介して東側道路の公共下水道へ接続放流させる計

画です。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項２番に該当します。

許可の基準は１番となっており、前回と変わりません。 

整理番号２番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。９番の内山です。脇山祐治委員が欠席しております
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議長 

 

川添哲也委員 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

川添哲也委員 

 

ので、私のほうからお答えします。１２月３日、東部調査会

におきまして現場の確認を行いました。最初現場を見ただけ

では何がどうなっているのかという感じだったんですけど、

ずっと１棟１棟を見ますと、この施設配置図のように最初の

予定の１０棟から１３棟に増えておりました。もう既に建築

済みの建物も多くありまして、今更それがという部分もあり

ましたけど、しかたがない、問題はないのかなというふうに

みんなで結論を出しました。皆様のご審議よろしくお願いい

たします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。（川添委員「はい。」）

はい。川添委員。 

７番川添です。異議ではないんですけれども、次の３番と

か４番とか５番の案件も非常に似ておりまして、これは何か

関連性があるんでしょうか。 

はい。５条の１番から４番までですね、それが事業を承継

した分が含むものですから、５条に出てきてるんですけど、

この計画変更だけの分は、自社で建てらした分があるもんで、

その前に、その区画数だけ増やすということで、最初これで

計画を変更して、あと５条の１から４で別の業者さんが建て

らすことで、関連が出てくるようになっております。まず区

画数を増やしたということの変更で今回出させていただいて

おります。 

なかなかわかりにくくて、同じような案件があって、関連

性があるなら一括でできないのかなとちょっと思ったもので
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農地係長 

 

 

 

議長 

川添哲也委員 

議長 

 

松本耕一委員 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

松本耕一委員 

すから、質問いたしました。以上です。 

１番から４番で事業継承をされた業者さんの分は説明させ

ていただきます。で、自社でさした分があるもんですから、

ここで区画を増やした分だけの変更ということで出させてい

ただいております。 

川添委員さんよろしいですか。 

はい。 

ほかにございませんか。（松本委員「はい。」）はい。松本委

員。 

１５番松本です。事業継承というのが、まず認可が下りて

からその事業継承をされた人が建てるのが筋で、それはまだ

されてないということですよね。その事業を継承された人が

もう建てているということなんですか。この８ページのほう

を見ても、変更前のやつと変更後のほうで何か状況が違うん

ですよね。建築済みの所の。１号農地と２号農地の所の区画

の割り方もちょっと違うし、そのへんがどうなっているのか

確認をお願いします。 

事業継承をされずに済まれていたものですから、今回是正

をしていただくための申請になります。もうほとんど建って

しまっているんですけど、県のほうに相談をさせていただい

たところ、この手続きは地目は変っていてもしなさいという

ことでしたので、何回か過去にあったんですけど、それ以降

はもうこういうふうなかたちでさせていただいております。 

これっていうのは、結局あっせんした後、それをまた引き
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議長 

農地係・槻木 

 

 

 

 

議長 

松本耕一委員 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けるのを見つけて、またそれでこうなっているっていうふ

うにも見えるんですよね。先に農地を押えておいて、その後

でその興味がある人に売りますよみたいな、土地転がし的な

ことをしているようにも見えるんですよね。そういうことで

はないということでしょうか。 

事務局のほうから。 

もう既に事業継承をされておりまして、それによる、建物

が売れなかった分に関しては、ほかの事業者に継承するとい

うかたちで既に継承をされております。その部分についての

始末書も付いております。で、今回のかたちで申請をしてい

ただいております。 

松本委員、今の説明でよろしいですか。 

ちょっと難しいことなんだなというのがわかりました。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に、議案集３ページ、整理番号３番から６

ページ、整理番号６番までを議題とします。この４件は、議

案第６８号農地法第５条の規定による許可申請について１番

から４番まで関連がございますので、それぞれ一括審議とし
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たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

それでは議案集３ページ、整理番号３番および７ページの

整理番号１番について、事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の３ページ、整理番号３番および７ページ、

整理番号１番について説明させていただきます。申請者の住

所、氏名および申請地の所在については、議案書記載のとお 

りです。地目は宅地２筆、面積は合計で３４５．１３平方 

メートルです。現況は、宅地となっております。目的は、建

売分譲住宅です。所有権移転によるものです。申請の理由お

よび施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位

置等については、資料図の９から１０ページをご覧ください。

隣接地の地目などについては、１１ページの字図をご覧くだ

さい。土地利用計画は、１２ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、既に２区画ともに住宅建築済みです。転用については、

この案件は令和２年○月○○日付けで許可が出ており、事後

になりましたが、その一部の事業承継を行なうもので、当初

事業者および承継事業者より始末書が提出されています。 

行政関係の手続きについては、前回の申請時にされており、

今回は特にありません。隣接農地等への影響ですが、住宅建

築が済んでおり、特に影響はありません。排水について、雨

水は敷地内新設の道路側溝を介して東側の道路側溝へ流し、

汚水も新設の排水設備を介して東側道路の公共下水道へ接続
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議長 

 

内山敏彦委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

放流させる計画で、変更はありません。 

生産組合長および区長からの意見書は、当初計画時に添付

されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項２番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号１番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。９番内山です。これは先ほどの現地になるわけです

けど、ここが単純に言うと、この譲受人、借受人の間が名前

がずーっと変わっていまして、なかなか私達も簡単に把握は

できなかったんですけど、この図面のとおりなんだなという

ことで、とりあえずもう問題はないんだろうなということで

結論を出しております。皆様のご審議をよろしくお願いしま

す。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集４ページ、整理番号４番および７

ページ、整理番号２番を議題とします。それでは事務局に概



- 16- 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要を説明させます。 

はい。議案書の４ページ、整理番号４番および７ページの

整理番号２番について説明させていただきます。申請者の住

所、氏名および申請地の所在については、議案書記載のとお 

りです。地目は宅地４筆、面積は合計で７４９．０９平方 

メートルです。現況は、宅地になっております。目的は、建

売分譲住宅です。所有権移転によるものです。申請の理由お

よび施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位

置等については、資料図の９ページから１０ページをご覧く

ださい。隣接地の地目などについては、１１ページの字図を

ご覧ください。土地利用計画は、１２ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、既に４区画とも住宅建築済みです。転用について、こ

の案件は、令和２年○月○○日付けで許可が出ており、事後

になりましたが、その一部の事業承継を行なうもので、当初

事業者および承継事業者より始末書が提出されています。 

行政関係の手続きについて、前回の申請時にされており、

今回は特にありません。隣接農地等への影響ですが、住宅建

築が済んでおり、特に影響はありません。排水について、雨

水は新設排水設備を介して東側道路側溝へ流し、汚水も新設

排水設備を介して東側道路の公共下水道へ接続放流させる計

画で、変更はありません。 

生産組合長および区長からの意見書は、当初計画時に添付

されています。 
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農地係長 

 

 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項２番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号２番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。９番内山です。ここも先ほどと同じで、ただ、所有

者の方が次々と出てきますので、次々と書面になっているわ

けですけど、これも１２月３日に現地を確認しまして、そこ

をいろいろ審査というのもできる現地ではないので、問題な

いのだろうということで結論を出しております。皆様のご審

議をよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集５ページ、整理番号５番および７

ページの整理番号３番を議題とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

はい。議案書の５ページ、整理番号５番および７ページ、

整理番号３番について説明させていただきます。申請者の住

所、氏名および申請地の所在については、議案書記載のとお 



- 18- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りです。地目は宅地２筆、面積は合計で４００．４７平方 

メートルです。現況は、宅地となっております。目的は、建

売分譲住宅です。所有権移転によるものです。申請の理由お

よび施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位

置等については、資料図の９ページから１０ページをご覧く

ださい。隣接地の地目などについては、１１ページの字図を

ご覧ください。土地利用計画は、１２ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、貸与証明書が提出されていま

す。転用については、この案件は令和２年○月○○日付けで

許可が出ており、事後になりましたが、その一部の事業承継

を行なうもので、当初事業者および承継事業者から始末書が

提出されています。許可後、速やかに着手する計画です。 

行政関係の手続きについては、前回の申請時にされており、

今回は特にありません。隣接農地等への影響ですが、整地程

度で現状のまま利用するため、特に影響はありません。排水

について、雨水は敷地内新設の道路側溝を介して東側の道路

側溝へ流し、汚水も新設の排水設備を介して東側道路の公共

下水道へ接続放流させる計画で、変更はありません。 

生産組合長および区長からの意見書は、当初計画時に添付

されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項２番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号３番について説明を終わります。なお、この２区
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

画については、まだ敷地の造成のみで、建物は建っておりま

せん。以上で説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。９番内山です。ここも同じで、１２月の３日の日に

確認をしております。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集６ページ、整理番号６番および８

ページの整理番号４番を議題とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

はい。議案書の６ページ、整理番号６番および８ページ、

整理番号４番について説明します。申請者の住所、氏名およ

び申請地の所在については、議案書記載のとおりです。地目

は宅地２筆、面積は合計で４００．７７平方メートルです。

現況は、宅地となっております。目的は、建売分譲住宅です。

所有権移転によるものです。申請の理由および施設等の概要

は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、

資料図の９ページから１０ページをご覧ください。隣接地の
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議長 

 

内山敏彦委員 

地目などについては、１１ページの字図をご覧ください。土

地利用計画は、１２ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が提出されています。転用については、この案件は令和２年

○月○○日付けで許可が出ており、事後になりましたが、そ

の一部の事業承継を行なうもので、当初事業者および承継事

業者から始末書が提出されています。許可後、速やかに着手

する計画です。 

行政関係の手続きについては、前回の申請時にされており、

今回は特にありません。隣接農地等への影響ですが、整地程

度で現状のまま利用し、２区画中１区画は住宅建築が済んで

おり、特に影響はありません。排水について、雨水は敷地内

新設の道路側溝を介して東側の道路側溝へ流し、汚水も新設

の排水設備を介して東側道路の公共下水道へ接続放流させる

計画で、変更はありません。 

生産組合長および区長からの意見書は、当初計画時に添付

されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項２番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号４番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。９番内山です。これも同じでして、１２月３日に東
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部調査会で現地を確認しております。問題はないだろうとい

うことで、皆様のご審議をよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集８ページ、整理番号５番を議題と

します。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号５番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は田１筆、面積は、１，３４１平方メートルです。

現況は、雑種地になっております。目的は、資材置場および

駐車場です。賃貸借権設定によるものです。申請の理由およ

び施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置

等については、資料図の１３ページをご覧ください。隣接地

の地目などについては、１４ページの字図をご覧ください。

土地利用計画は、１５ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。なお、一部砂利敷きのため、所有者の始末
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書が提出されています。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、

整地程度で現状のまま利用し、東側は、既存コンクリートブ

ロックを利用し、北側道路より出入口とする計画です。排水

について、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第３種農地の該当事項８番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号５番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。２番の𦚰山です。今、事務局から詳しく説明してい

ただきました。もうここに始末書も上げられたということで、

やっとかという感じでございまして、３日の日に東部調査会

で調査していただきまして、何ら問題はないということで、

皆様の審議のほどをよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集８ページ、整理番号６番を議題と

します。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号８番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は田１筆、面積は、１，０５８平方メートルです。

現況は、休耕地となっております。目的は、共同住宅です。

所有権移転によるものです。申請の理由および施設等の概要

は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、

資料図の１６ページをご覧ください。隣接地の地目などにつ

いては、１７ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、

１８ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資事前審査結果

通知書が提出されています。転用については、許可後、速や

かに着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、道路占用許可申

請、開発協議、埋蔵文化財発掘、下水道工事関連の協議がな

されております。隣接農地等への影響ですが、最大２４セン

チメートルの盛土を行い、整地し、北、南側にはコンクリー

トブロックを新設し、東および西側道路より出入口とする計

画です。排水について、雨水は新設排水設備を介して東側の

道路側溝へ放流、汚水も新設する排水設備を介して西側道路

の公共下水道へ接続放流させる計画です。 
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議長 

 

𦚰山久利委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第３種農地の該当事項８番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号６番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。２番の𦚰山です。今、事務局から詳しく説明してい

ただきまして、これは○○前の都市計画の１画で、何ら問題

はないと、３日の日に東部調査会で調査していただきました。

皆様の審議のほどをよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集９ページ、整理番号７番を議題と

します。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の９ページ、整理番号７番について説明しま

す。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議

案書記載のとおりです。地目は田１筆、畑１筆、面積は合計

で１，３９５平方メートルです。現況は、雑種地になってお
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ります。目的は、共同住宅です。所有権移転によるものです。

申請の理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。

申請地の位置等については、資料図の１９ページをご覧くだ

さい。隣接地の地目などについては、２０ページの字図をご

覧ください。土地利用計画は、２１ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資予定証明書が

添付されています。転用については、許可後、速やかに着手

する計画です。なお、一部通路として利用されており、所有

者の始末書が提出されています。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、開発行為協議申

請、法定外公共物（水路）占用許可申請、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への

影響ですが、最大７５センチメートルの盛土を行い、整地し、

南側の一部を除く周囲にはコンクリートブロックを新設、南

側道路より出入口とする計画です。排水について、雨水は新

設する道路側溝を介して南側の道路側溝へ流し、汚水も新設

する排水設備を介して南側道路の公共下水道へ接続放流させ

る計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 
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議長 

 

柴田誠委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号７番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。唐津２区の柴田です。１２月３日に東部調査会で現

地確認をいたしました。調査会では問題ないということでご

ざいましたので、審議をよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集９ページ、整理番号８番を議題と

します。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号８番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は田１筆、面積は、９９０平方メートルです。現況

は、休耕地になっております。目的は、建売分譲住宅です。

所有権移転によるものです。申請の理由および施設等の概要

は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、

資料図の２２ページをご覧ください。隣接地の地目などにつ

いては、２３ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、

２４ページのとおりです。 

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

 

柴田誠委員 

 

 

 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資証明書が添付

されています。転用については、許可後、速やかに着手する

計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、道路工事施工、

法定外公共物（水路）改築申請、埋蔵文化財発掘、下水道工

事関連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、

最大７０センチメートルの盛土を行い、整地し、東側には道

路側溝を新設、ほかはコンクリートブロックを新設して、東

側道路より出入口とする計画です。排水について、雨水は敷

地内に新設する道路側溝を介して東側の新設道路側溝へ流

し、汚水も新設する排水設備を介して東側道路の公共下水道

へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第３種農地の該当事項３番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号８番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

唐津２区の柴田です。１２月３日に東部調査会で現地確認

をいたしました。場所的には、○○○○○○の南側というこ

とになります。調査会では問題ないということでしたので、

審議をよろしくお願いします。 

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集９ページ、整理番号９番を議題と

します。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号９番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は、６８１平方メートルです。現況

は、栗畑になっております。目的は、宅地分譲です。所有権

移転によるものです。申請の理由および施設等の概要は、議

案書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料図

の２５ページをご覧ください。隣接地の地目などについては、 

２６ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、２７ 

ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、
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議長 

 

内山敏彦委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

最大３０センチメートルの盛土を行い、整地し、北側は法面

保護を行い、その他周囲にはコンクリートブロックを新設、

東側道路より出入口とする計画です。排水について、雨水は

敷地内に新設する集水桝を介して北側の水路に放流、汚水も

新設する合併浄化槽を介して北側の水路へ接続放流させる計

画です。 

生産組合長および区長から異議なしの意見書が添付されて

います。 

立地基準ですが、第３種農地の該当事項８番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号９番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

９番内山です。１２月３日に東部調査会において現地確認

に行っております。場所は、○○○○○のバイパスをはさん

で西側になります。○○の横になりますけど、農地といって

も○が２、３本植わっている程度で、そこまで手の入ってい

る畑という感じではありませんでした。調査会では問題ない

だろうということです。ご審議のほどよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１０ページ、整理番号１０番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１０ページ、整理番号１０番について説明

します。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、

議案書記載のとおりです。地目は畑２筆、面積は２，６５３

平方メートルです。現況は、休耕地になっております。目的

は、建売分譲住宅です。所有権移転によるものです。申請の

理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請

地の位置等については、資料図の２８ページをご覧ください。

隣接地の地目などについては、２９ページの字図をご覧くだ

さい。土地利用計画は、３０ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、道路工事施工、

法定外公共物（水路）改築、占用申請、埋蔵文化財発掘、下

水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への影

響ですが、最大１メートルの盛土を行い、整地し、東側には 

Ｌ型擁壁で土留めを行い、道路側溝を新設、ほかはコンク 

リートブロックを新設して、北および西側道路より出入口と

する計画です。排水について、雨水は敷地内に新設する道路
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議長 

 

内山敏彦委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

側溝を介して北側の新設道路側溝および南側の水路へ流し、

汚水も新設する排水設備を介して北側道路および西側道路の

公共下水道へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第１種農地の該当事項７番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１０番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

９番内山です。１２月３日に東部調査会で現地を確認して

おります。現場は、○○○○○の横を西のほうに入っていっ

た所になりまして、もとはハウスがあったのを、もう片付け

てありました。みんなで確認をしましたところ、問題ないだ

ろうということです。ご審議のほどよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１０ページ、整理番号１１番を議
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号１１番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は、２２２平方メートルです。現況

は、野菜畑になっております。目的は、一般住宅です。所有

権移転によるものです。申請の理由および施設等の概要は、

議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料 

図の３１ページをご覧ください。隣接地の地目などについ 

ては、３２ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、 

３３ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は自己資金および借入金で、金融機関の預金残

高証明書、融資事前審査結果通知書が添付されています。転

用については、令和５年２月に着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路占用許可申請、埋蔵文化

財発掘、下水道工事関連の協議がなされております。隣接農

地等への影響ですが、最大３０センチメートルの盛土を行い、

整地し、北側には側溝を新設、ほかはコンクリートブロック

を新設して、北側道路より出入口とする計画です。排水につ

いて、雨水は敷地内に新設する雨水桝を介して北側の道路に

埋設する排水管を通り、水路へ流し、汚水も新設する排水管

を介して北側道路の公共下水道へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 
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議長 

 

青木良夫委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１１番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。唐津５区の青木です。１２月４日に中部調査会全員

で現地のほうを確認に行きました。その結果、周辺にも家が

建っており、何も問題なかったことをここに報告いたします。

審議のほどをよろしくお願いいたします。以上です。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１０ページ、整理番号１２番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号１２番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は、２０８平方メートルです。現況

は、休耕地になっております。目的は、進入路および駐車場

です。所有権移転によるものです。申請の理由および施設等

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

 

松本耕一委員 

 

 

 

の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等につい

ては、資料図の３４ページをご覧ください。隣接地の地目な

どについては、３５ページの字図をご覧ください。土地利用

計画は、３６ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資事前審査結果

通知書が添付されています。転用については、許可後、速や

かに着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

伐採、整地程度で現状のまま利用し、東側道路より出入口と

する計画です。排水について、雨水のみで、砂利敷きのため

自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第３種農地の該当事項８番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号１２番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

１５番松本です。１２月４日の日、中部調査会で現地を確

認しました。場所は、○○の前を通るバイパスがずっと○○

のほうに続いているんですけど、その道のすぐそばでありま

す。空き家になっている所に隣接する農地で、そのまま駐車
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議長 
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場として利用したいとのことでした。中部調査会のほうでは

何ら問題ないとのことです。皆さんの慎重審議のほどをよろ

しくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１１ページ、整理番号１３番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

議案書の１１ページ、整理番号１３番について説明します。

申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議案書

記載のとおりです。地目は畑１筆、面積は、３，５３２平方

メートルです。現況は、牛舎等になっております。目的は、

太陽光発電設備です。所有権移転によるものです。申請の理

由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地

の位置等については、資料図の３７ページをご覧ください。

隣接地の地目などについては、３８ページの字図をご覧くだ

さい。土地利用計画は、３９ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着
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議長 

 

森武則委員 

 

 

 

 

議長 

 

手する計画です。なお、所有者が畜産業を経営していたため、

牛舎等が残っており、そのことについての始末書が提出され

ています。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

旧牛舎等を解体、撤去したのちは、現状のまま利用し、周囲

にはフェンスを設置し、西側道路より出入口とする計画です。

排水について、雨水のみで、自然地下浸透および越流分は西

側道路側溝へ接続放流させる計画です。 

生産組合長および区長から異議なしの意見書が添付されて

います。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１３番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

唐津８区の森でございます。ただいまの説明のとおり、○

○○○○○○沿いの○○○○○○のほうに隣接をしておる場

所でございまして、１２月４日、中部調査会において調査を

した結果は、異議なしと認めております。審議決定をお願い

いたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

（農地利用最適化推進委員） 
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異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１１ページ、整理番号１４番を議

題とします。この案件につきましては、私山崎正 が関与す

るため、議事参与制限に該当します。よって私が退席をいた

しまして、進行を副会長である１９番阿部太委員に引継ぎを

いたします。よろしくお願いいたします。 

【山崎委員退席】 

失礼します。以上の理由によりまして、この案件、整理番

号１４番につきましては、阿部が進行をいたします。それで

は事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号１４番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は、１，２８８平方メートルです。

現況は、荒廃地になっております。目的は、太陽光発電設備

です。賃貸借権設定によるものです。申請の理由および施設

等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等につ

いては、資料図の４０ページをご覧ください。隣接地の地目

などについては、４１ページの字図をご覧ください。土地利

用計画は、４２ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ
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阿部太委員 

 

森武則委員 

 

阿部太委員 

 

松本耕一委員 

 

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への

影響ですが、整地程度で現状のまま利用し、周囲にはフェン

スを設置、北側道路より出入口とする計画です。排水につい

て、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者からは条件付き同意、生産組合長および区

長から異議なしの意見書が添付されています。なお、条件に

つきましては、転用履行に際し、被害防止の確約書が提出さ

れています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１４番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

唐津８区の森です。１２月４日、中部調査会における調査

結果は、異議なしと認めました。審議決定をお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。（松本委員「はい。」）

松本委員。 

１５番松本です。特に異議はないんですけれども、この○

○○○○○という会社と、後に出てくる○○○○○○という

（農地利用最適化推進委員） 
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農地係長 

 

松本耕一委員 

 

 

農地係長 

 

 

松本耕一委員 

農地係長 

阿部太委員 

 

 

 

 

 

 

 

会社の関係というのを教えていただけたらいいかなと思うん

ですけれども。なぜかというと、ここの同じ所の敷地内の、

こんな近くに、同種の人で会社が違うというのはどういうこ

とかなと思って気になりまして、一つ質問させていただきま

す。 

事務局より説明をお願いします。 

たぶん○○○と思います。○○○○○○のほうが上かなと

思います。 

自分でこの会社調べてみたんですけど、（二社の詳細）…そ

ういうところで何かこう、実態があるのかなというのが一つ、

○○○○○○に関しては疑問があります。 

すみません。そこの関連まで確実にはちょっとこちらでも

調べておりませんので、次回の会議の時に報告したほうがよ

ろしいでしょうか。 

お願いします。 

はい。わかりました。 

はい。それでは次回の会議の折に報告ということで、松本

委員よろしいでしょうか。（松本委員「はい。」）ほかに質疑や

異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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議長 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。ここで山崎委員の入室を許可いたします。 

【山崎委員入室】 

山崎委員にお知らせをいたします。議案集１１ページ、整

理番号１４番につきましては、原案どおり可決いたしました

のでお知らせをいたします。ここでしばらく休憩をしたいと

思います。約１０分間休憩をいたします。２時４０分までと

いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～〇～～～～～～～ 

１４時３０分 休憩 

１４時４０分 再開 

～～～～～～～〇～～～～～～～ 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。これより先は、

今までどおり私が進行をさせていただきます。先ほどはあり

がとうございました。議案集１１ページ、整理番号１５番を

議題とします。事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号１５番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は、２，９１６平方メートルです。

現況は、荒廃地になっております。目的は、太陽光発電設備

です。所有権移転によるものです。申請の理由および施設等

の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等につい

ては、資料図の４３ページをご覧ください。隣接地の地目な

どについては、４４ページの字図をご覧ください。土地利用
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議長 

 

森武則委員 

 

 

 

 

 

計画は、４５ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への

影響ですが、整地程度で現状のまま利用し、周囲にはフェン

スを設置、南側道路より出入口とする計画です。排水につい

て、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１５番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

唐津８区の森です。１２月４日中部調査会における調査に

つきましては、異議なしと認めました。なお、先に行われま

す１８番までの地区につきましては、同じ場所でございます

ので、中部調査会の補足説明は省略させていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。以上、中部調査会の報告をい

たします。審議決定をよろしくお願いいたします。 

（農地利用最適化推進委員） 
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農地係長 

 

 

議長 

川添哲也委員 

議長 

 

 

三塩政 委員 

 

 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

 

 

ほかに質疑や異議はございませんか。（川添委員「はい。」）

はい。川添委員。 

７番川添です。念のため聞きたいんですけれども、１５番

のこれは所有権移転になっておりますけれども、土地代金が

みんな○○万円とかで事業費は同額ですので、賃借権の設定

ではないでしょうね。 

はい。１５番だけ所有権移転になっております。土地代金

なんですけど、申請書にそういうふうに書いてあったもので

すから、同じように書いております。 

川添委員よろしいですか。 

はい。いいです。 

はい。そこだけですね。１５番だけ所有権移転ということ

でございます。ほかに質疑や異議はございませんか。（三塩委

員「はい。」）はい。三塩委員。 

８番三塩ですけれども、もう内容的には何もないわけです

けれども、この会社が実績があるのか、この佐賀県内ですね、

どこかに、どこの県かにいろいろ作ってあるのか、そういう

のがわかれば教えていただきたいと思っています。 

はい。事務局。 

令和３年の３月に同じ地区でこの○○○○○○○○がされ

ております。この周囲で実績はあります。 

よろしいでしょうか。（三塩委員「はい。」）ほかに質疑や異

議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１２ページ、整理番号１６番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

議案書の１２ページ、整理番号１６番について説明します。

申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議案書

記載のとおりです。地目は畑１筆、面積は、２，２９１平方

メートルです。現況は、荒廃地になっております。目的は、

太陽光発電設備です。賃貸借権設定によるものです。申請の

理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請

地の位置等については、資料図の４６ページをご覧ください。

隣接地の地目などについては、４７ページの字図をご覧くだ

さい。土地利用計画は、４８ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への

影響ですが、整地程度で現状のまま利用し、周囲にはフェン

スを設置、南側道路より出入口とする計画です。排水につい
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議長 

 

森武則委員 

 

議長 

 

袈裟丸一彦委員 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

袈裟丸一彦委員 

議長 

て、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１６番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

先ほど申し上げましたとおり、ありませんので、審議をお

願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。（袈裟丸委員「はい。」）

はい。袈裟丸委員。 

３番袈裟丸です。ちょっとお尋ねですが、面積がいろいろ

違うわけですが、パネルの枚数は○○○枚で全部一緒ですが、

何かいろいろと内容があるとですかね。 

一応今日業者のほうに聞いたところでは、敷地に関係なく、

もう低圧で、その枚数で計画しているということは聞きまし

た。この前に上げた○○の案件の分は高圧の太陽光設備とい

うことで、枚数が多かったんです。ということで、敷地に関

係なく、その枚数しか設置できないということは聞いており

ます。 

はい。わかりました。 

よろしいですね。ほかに質疑や異議はございませんか。 

（農地利用最適化推進委員） 
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（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１２ページ、整理番号１７番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号１７番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は、３，０３４平方メートルです。

現況は、荒廃地になっております。目的は、太陽光発電設備

です。賃貸借権設定によるものです。申請の理由および施設

等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等につ

いては、資料図の４９ページをご覧ください。隣接地の地目

などについては、５０ページの字図をご覧ください。土地利

用計画は、５１ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への

影響ですが、整地程度で現状のまま利用し、周囲にはフェン
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議長 

 

森武則委員 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

スを設置、東側道路より出入口とする計画です。排水につい

て、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。ここには沈砂

池を２か所ほど設置するということで聞いております。 

隣接農地所有者から条件付き同意、生産組合長および区長

から異議なしの意見書が添付されております。なお、条件に

つきましては、転用履行に際し、被害防止の確約書が提出さ

れています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１７番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

先ほどと同じです。よろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１２ページ、整理番号１８番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号１８番について説明します。申請者の住所、

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑２筆、面積は合計で２，０８４平方メートルで

す。現況は、荒廃地になっております。目的は、太陽光発電

設備です。賃貸借権設定によるものです。申請の理由および

施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等

については、資料図の５２ページをご覧ください。隣接地の

地目などについては、５３ページの字図をご覧ください。土

地利用計画は、５４ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への

影響ですが、整地程度で現状のまま利用し、周囲にはフェン

スを設置、東および南側道路より出入口とする計画です。排

水について、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れております。 

整理番号１８番について説明を終わります。 

ただいまの説明に対しまして、質疑や異議はございません
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１３ページ、整理番号１９番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１３ページ、整理番号１９番について説明

します。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、

議案書記載のとおりです。地目は畑１筆、面積は２，５５６

平方メートルです。現況は、荒廃地になっております。目的

は、太陽光発電設備です。賃貸借権設定によるものです。申

請の理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。

申請地の位置等については、資料図の５５ページをご覧くだ

さい。隣接地の地目などについては、５６ページの字図をご

覧ください。土地利用計画は、５７ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

影響ですが、整地程度で現状のまま利用し、周囲にはフェン

スを設置、東および南側道路より出入口とする計画です。排

水について、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１９番について説明を終わります。 

ただいまの説明について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１３ページ、整理番号２０番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号２０番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は、４，１２１平方メートルです。

現況は、荒廃地になっております。目的は、太陽光発電設備

です。賃貸借権設定によるものです。申請の理由および施設

等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等につ
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議長 

 

森武則委員 

 

議長 

 

いては、資料図の５８ページをご覧ください。隣接地の地目

などについては、５９ページの字図をご覧ください。土地利

用計画は、６０ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、団地等造成、埋蔵文化財発掘、

下水道工事関連の協議がなされております。隣接農地等への

影響ですが、整地程度で現状のまま利用し、周囲にはフェン

スを設置、東側道路より出入口とする計画です。排水につい

て、雨水のみで自然地下浸透させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２０番について説明を終わります。 

これで太陽光関係の議案説明は終わりでございますが、地

区担当の中部調査会より補足説明があればお願いします。 

１２月４日、中部調査会においては異議なしと認めました。

審議決定をお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

（農地利用最適化推進委員） 
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異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１３ページ、整理番号２１番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号２１番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は５１８平方メートルです。現況は、

雑種地となっております。目的は、農業用倉庫です。所有権

移転によるものです。申請の理由および施設等の概要は、議

案書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料図

の６１ページをご覧ください。隣接地の地目などについては、 

６２ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、６３ 

ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が提出されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。なお、一部を農業機械倉庫として利用され

ており、所有者より始末書が提出されています。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

最大４８センチメートルの切土を行い、整地し、東側道路よ
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議長 

 

筒井正直委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

り出入口とする計画です。排水について、雨水のみで自然地

下浸透および越流分は東側の道路側溝へ流す計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２１番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

相知１区の筒井です。南部調査会で１２月２日に現地確認

をしましたところ、何ら問題はないでしょうということで、

皆さんの審議をお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１４ページ、整理番号２２番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１４ページ、整理番号２２番について説明

します。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

議案書記載のとおりです。地目は畑１筆、宅地一部現況畑１

筆、面積は合計で３７３平方メートルです。現況は、雑種地

となっております。目的は、庭園、ドッグランです。所有権

移転によるものです。申請の理由および施設等の概要は、議

案書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料図

の６４ページをご覧ください。隣接地の地目などについては、 

６５ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、６６ 

ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資見込証明書が

提出されています。転用については、許可後、速やかに着手

する計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

整地程度で現状のまま利用し、北西側道路から出入口とする

計画です。排水について、雨水のみで自然地下浸透および越

流分は北側の水路へ流す計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２２番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま
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筒井正直委員 

 

 

議長 

 

松本耕一委員 

 

 

農地係・槻木 

松本耕一委員 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

す。 

はい。相知１区の筒井です。南部調査会で１２月２日に現

地確認をしましたところ、何ら問題はないでしょうというこ

とで、皆さんの審議をよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。（松本委員「はい。」）

はい。松本委員。 

１５番松本です。譲渡人が複数いるのはあるんですけど、

譲受人が複数人というのは初めて見るんですけれども、この

場合、どちらの方が所有されることになるんですかね。 

一応共有名義というかたちで取得されます。 

わかりました。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１４ページ、整理番号２３番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号２３番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑２筆、面積は合計で１７８平方メートルです。

現況は、雑種地となっております。目的は、宅地拡張です。

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

 

所有権移転によるものです。申請の理由および施設等の概要

は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、

資料図の６７ページをご覧ください。隣接地の地目などにつ

いては、６８ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、

６９ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金通帳の写し

が添付されています。転用については、農地法の許可が必要

なことを知らずに、昭和６０年頃から住宅の一部および車庫

等に利用されており、現所有者から始末書が提出されていま

す。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

現状のまま利用し、西側道路より出入口とする計画です。排

水について、雨水のみで自然地下浸透および越流分は西側の

水路へ流す計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２３番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 
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議長 
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相知２区の黒木です。１２月２日、南部調査会で現地調査

を行いました。宅地拡張された状態などを確認したところ、

問題はないということでした。よろしくご審議のほどお願い

します。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１４ページ、整理番号２４番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号２４番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑２筆、面積は合計で３５９平方メートルです。

現況は、雑種地となっております。目的は、一般住宅です。

所有権移転によるものです。申請の理由および施設等の概要

は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、

資料図の７０ページをご覧ください。隣接地の地目などにつ

いては、７１ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、

７２ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資事前審査結果

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

 

岡本是知委員 

 

 

 

 

通知書が提出されています。転用については、令和５年３月

に着手する計画です。なお、一部通路として利用されており、

そのことについての現所有者からの始末書が提出されていま

す。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

現状のまま利用し、北、南側は既存コンクリートブロックを

利用し、北東側道路より出入口とする計画です。排水につい

て、雨水は敷地内に新設する排水設備を介して北東側の道路

側溝へ流し、汚水も新設の排水設備を介して北東側の道路の

公共下水道へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２４番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

北波多１区の岡本是知です。南部地区委員で１２月２日、

全員で現地検討会を行いました。譲受者として（転用事情の

詳細）…ということで、宅地を探しておられたということで

す。検索された結果、○○が適地と認められ、土地の所有権

移譲を行いたいということで申請をされております。その土

（農地利用最適化推進委員） 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地については、現在畑となっておりまして、作物は栽培され

ておりません。土地は周りに○○○等がありまして、宅地化

が進んでおります。よって検討した結果、やむを得ないだろ

うということで承認いたしております。以上です。ご検討を

お願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１５ページ、整理番号２５番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

議案書の１５ページ、整理番号２５番について説明します。

申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議案書

記載のとおりです。地目は田３筆、面積は合計で８７２平方

メートルです。現況は、休耕地となっております。目的は、

一般住宅です。所有権移転によるものです。申請の理由およ

び施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置

等については、資料図の７３ページをご覧ください。隣接地

の地目などについては、７４ページの字図をご覧ください。

土地利用計画は、７５ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ
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議長 

 

中山政俊委員 

 

 

 

 

議長 

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資証明書が提出

されています。転用については、許可後、速やかに着手する

計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

最大１．１メートルの盛土および１．７メートルの切土を行

い、整地し、法面保護を施し、西側道路より出入口とする計

画です。排水について、雨水は新設排水設備を介して西側の

道路側溝へ流し、汚水も新設排水設備を介して西側道路の漁

業集落排水管へ流す計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２５番について説明を終わります。 

地区担当の西部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

肥前２区の中山です。１２月２日の日に現地確認をいたし

ました。場所的には、○○○○○と○○との中間地であり、

山間地の水田で３アールから４アールの水田３枚でございま

した。調査会では問題ないということでありましたので、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（農地利用最適化推進委員） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１５ページ、整理番号２６番を議

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号２６番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は田１筆、面積は、１，２００平方メートルです。

現況は、雑種地となっております。目的は、船舶型枠置場で

す。所有権移転によるものです。申請の理由および施設等の

概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等について

は、資料図の７６ページをご覧ください。隣接地の地目など

については、７７ページの字図をご覧ください。土地利用計

画は、７８ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が提出されています。転用については農地法の許可が必要な

ことを知らずに、平成１６年頃から船舶型枠置場として利用

されており、そのことについての始末書が提出されています。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、
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議長 

 

大浦崇委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

現状のまま利用し、南側の私道および耕作道路より出入口と

する計画です。排水について、雨水のみで自然地下浸透およ

び越流分は東側の水路へ放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２６番について説明を終わります。 

地区担当の西部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。肥前１区の大浦です。１１月３０日に西部調査会の

委員さんと現地確認に行きました。場所は、○○○の南側の

一番奥の所ですね。ここは前から船の型枠を置いてあったん

ですけど、許可が必要とわかり、転用申請が出ているところ

です。皆様の審議をよろしくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１６ページ、整理番号２７番を議

（農地利用最適化推進委員） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１６ページ、整理番号２７番について説明

します。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、

議案書記載のとおりです。地目は畑８筆、面積は６，１３４

平方メートルのうち３，８５０．２平方メートルです。現況

は、休耕地となっております。目的は、風力発電設備建設に

伴う仮設用地、一時転用です。賃貸借権設定によるものです。

申請の理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。

申請地の位置等については、資料図の７９ページをご覧くだ

さい。隣接地の地目などについては、８０ページの字図をご

覧ください。土地利用計画は、８１ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の出資意向表明書が

提出されています。転用については、許可後、速やかに着手

する計画です。令和７年１１月３０日までの３年間となって

おります。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされております。隣接農地等への影響ですが、

最大１．５メートルの切土を行い、整地して利用し、南およ

び東、西側の道路より出入口とする計画です。排水について、

雨水のみで自然地下浸透および越流分は西および南側の水路

へ放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 
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議長 

 

山下平和委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地基準ですが、農用地区域内農地の該当事項１番に該当

します。許可の基準は３番となっております。 

整理番号２７番について説明を終わります。 

地区担当の西部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

鎮西１区の山下です。１２月１日の日に西部調査会のほう

で現地確認いたしました。場所的には○○ですね。○の一番

先、目と鼻の先が○○になっている所です。調査会では問題

ないということでしたので、ご審議のほどをよろしくお願い

します。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１７ページ、議案第６９号農地法

第３条の規定による許可申請についてを議題とします。整理

番号１番から議案集１８ページ、整理番号７番までの７件に

ついては一括審議としたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

（農地利用最適化推進委員） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

三塩政 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

要を説明させます。 

はい。議案書の１７ページから１８ページをご覧ください。

今回の案件は、所有権の移転に関する案件のみで、合計７件

です。申請人の住所、氏名、申請農地および申請の事由等に

ついては、議案書記載のとおりです。お手元の調査書１ペー

ジから４ページをご覧ください。調査書に記載しております

とおり、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わり

ます。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。 

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。（三塩委員「は

い。」）はい。三塩委員。 

８番三塩です。教えていただきたいんですけれども、３番、

新規農業者になられる方で、新しく○反ばかり農地を取得さ

れるわけですけれども、この方は以前から農業で生計を立て

たいということで理由の中に書いてありますけれども、年齢

はどのぐらいの方なのか、それと今度取得される農地が畑が

ほとんどで水田が少しなんですけれども、ハウス施設がある

のか、露地なのか、それと今の現状その農地が荒廃地なのか、

活きている農地なのか、実際今何か作付けを土地の所有者が

されているのか、そういうのがわかれば教えていただきたい

と思います。 

事務局のほうから説明をしてください。 
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農地係・橋本 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振興係長 

 

 

 

ご説明いたします。３番の件なんですけれども、まずご年

齢なんですが、年齢は○○歳の方が譲受人になられておりま

す。作物については、○○○や○○を作付け予定でありまし

て、ハウス等ではない予定になっております。続いて現在の

農地が活きている農地か、そうじゃないかということなんで

すけれども、もともと譲渡人の方がお持ちだった土地のうち、

活きている分を譲受人の方に譲渡されまして、残りの分は非

農地申請をされていらっしゃいます。説明は以上となります。 

ただ今の回答でよろしいですか。（三塩委員「はい。」）はい。

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集１９ページ、議案第７０号農業経

営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画の作成要請に

ついて（所有権）整理番号１番を議題とします。それでは事

務局に概要を説明させます。 

それでは説明いたします。農業経営基盤強化促進法第１５

条第１項の規定による農用地の利用調整の結果、利用権設定

等促進事業の実施が必要と認められましたので、市長に対し

要請をするものです。譲渡人、譲受人の住所、氏名、申請農
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地および移転する所有権の内容等については、議案書に記載

のとおりです。計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。具体的

には、地域の担い手である、農地を全部効率的に利用できる、

農業に常時従事するというものです。以上で説明を終わりま

す。 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集２０ページ、議案第７０号農業経

営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画の作成要請に

ついて（利用権）整理番号２番から議案集２１ページ、整理

番号７番までの６件を議題とします。この案件につきまして

は、厳木２区真名子勝正推進委員が関与するため、議事参与

制限に該当します。よって真名子推進委員の退席を求めます。 

【真名子推進委員退席】 

この６件につきましては、一括審議としたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概
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振興係長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要を説明させます。 

それでは説明いたします。貸付人、借受人の住所、氏名、

申請農地および設定する利用権の内容等については、議案書

記載のとおりです。権利の種類は、すべて賃借権の設定です。

面積は合計で１１，２９５平方メートルです。計画要請の内

容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると考えます。以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。 

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。ここで真名子推進委員の入室を許可します。 

【真名子推進委員入室】 

真名子推進委員にお知らせします。議案集２０ページ、整

理番号２番から２１ページ、整理番号７番までの６件につき

ましては、原案どおり可決しましたのでお知らせします。次

に議案集２０ページ、整理番号１番および２１ページの８番

から議案集２４ページ整理番号２５番までの１９件について

一括審議としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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振興係長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

それでは説明いたします。貸付人、借受人の住所、氏名、

申請農地および設定する利用権の内容等については、議案書

記載のとおりです。権利の種類は、賃借権が１８件、使用貸

借権が１件です。面積は合計で６９，８３７．５平方メート

ルです。計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上で説明を

終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。 

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集２５ページ、議案第７１号農業経

営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画（集積計画一

括方式）の決定について（利用権）を議題とします。整理番

号１番から議案集２６ページ、整理番号６番までの６件につ

いては一括審議としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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振興係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

それでは説明いたします。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により、市長より依頼のあった農用地利用集

積計画（集積計画一括方式）の決定について回答をするもの

です。この農地中間管理機構が同時に権利の設定等を行なう

集積計画一括方式は、農用地の出し手と受け手の調整が整っ

ている案件について、農用地配分によらず、受け手に権利の

設定がなされ、市の集積計画のみで手続きが完了する仕組み

となっております。貸付人、借受人の住所、氏名、申請農地

および設定する利用権の内容等については、議案書記載のと

おりです。権利の種類は、すべて賃借権の設定です。面積は、

合計で３３，５９０平方メートルです。計画の内容は、農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。 

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。次に議案集２７ページ、議案第７２号空き家

等に付随した特例農地の指定申請についてを議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の２７ページをご覧ください。農地法第３条

では、５，０００平米以上耕作しないと農地を取得すること

ができないと規定されています。しかし、唐津市農業委員会

では、空き家に付随した農地については、下限面積を１平方

メートルまで下げるようにしているので、農家の方でなくて

も空き家に付いた農地を買うことができます。対象となる農

地の基準として、空き家に付随した農地であること、その農

地が遊休農地であるか、または将来的に遊休農地になる可能

性があるかという条件をつくっています。整理番号１番の申

請人の住所、氏名、申請農地等については、議案書記載のと

おりです。申請地の位置については、資料図をご覧ください。

１１月２５日金曜日に担当地区委員および事務局職員で現地

を確認しております。調査地は、現に耕作されておらず、傾

斜地かつ一部山林化しており、耕作しようとすればいつでも

耕作できるような土地とは言えない状況でありました。農地

への復元が困難であると判断し、唐津市農地等権利移動制限

特例農地指定制度実施要領第３条の規定により、特例農地と

は認められないと判断したため報告いたします。なお、当該

申請地につきましては、非農地証明の事務処理をすすめてお

ります。以上で説明を終わります。 
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議長 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

本案について、質疑や異議はございませんか。ただいまの

事務局の説明はご理解していただけたでしょうか。ご意見ご

ざいませんか。 

簡単に言いますと、３条で認められる農地じゃなかったと

いうことで、非農地証明のほうに持って行った方がいいとい

うことで判断させていただきました。ただ、すみません。議

案として上げておりましたので、一応報告と言うかたちにな

りますけど、ご理解いただければと思います。 

皆さんただいまの説明でよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決を

いたしました。以上をもちまして議案第６７号６件、議案第

６８号２７件、議案第６９号７件、議案第７０号２６件、議

案第７１号６件、議案第７２号１件、計６議案７３件は、い

ずれも原案どおり可決をいたしました。長時間の慎重審議あ

りがとうございました。 


